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平成２６年度第３回労働者安全衛生対策部会 

（福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会）議事録 

 

 

１  日  時  平成２６年１２月３日(水) １０:００～１２:５０ 

 

２ 場  所  杉妻会館 ４階  「牡丹」 

 

３ 出席者  別紙出席者名簿のとおり 

            (1)廃炉安全監視協議会構成員（専門委員、県生活環境部、関係市町村） 

            (2)説明者  ①東京電力(株) 

                       ②福島労働局 

 

４  議  題 

 (1) 作業従事者の被ばく線量の状況について 

 (2) 作業従事者の安全確保について 

 (3) その他 

   

５ 概  要 

◎玉根生活環境部次長 挨拶 

 生活環境部次長の玉根でございます。本日はお忙しい中、福島県廃炉安全監視協議

会の平成２６年度第３回労働者安全衛生対策部会に御出席をいただき、誠にありがと

うございます。 

また、専門委員の先生方、福島労働局、原子力規制庁、経済産業省、市町村の皆様

には、原子力事故対応や、労働者の安全衛生対策について、各方面から御尽力、御協

力をいただいており、改めて感謝を申し上げます。 

 さて、労働者の安全衛生対策につきましては、昨年度から、廃炉安全監視協議会に

部会を設置し、その中で、長期に渡る廃炉に向けた作業従事者の安全確保や雇用適正

化、要員確保に関する事項等に関して協議することとし、これまでに５回の会議を開

催して参りました。 

 前回の９月の会議では、今後の長期に亘る廃炉作業には多数の作業従事者が必要な

ことから、要員確保に関する取組みについての確認をして参りました。本年度第３回

となる今回は、作業従事者の安全確保を主な議題として、３月に発生した死亡災害事

故に関する現在の進捗状況並びに前回の会議以降に発生した人身災害に対する対応

状況の確認を行う予定としております。 

 また、前回の会議では要員確保に関する取組状況の確認をいたしましたが、先月

27 日に東京電力から作業環境改善に向けたアンケートの集約結果について公表され

たことから、これについても確認したいと思います。 
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 本日は、皆様の忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げ、挨拶といたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○玉根生活環境部次長 

 それでは、議事に移りたいと思いますが、その前に、前回の平成２６年度第２回労

働者安全衛生対策部会の内容及び 11 月７日に発生しました人身災害に関して県から

申し入れした内容を３点ほど整理したいと思っております。 

 １つ目は、前回の会議で協議会から申し入れをした項目への回答について。 

２つ目は、前回の会議の中で、東京電力が検討すると回答した項目についての検討状

況について。３つ目は、先ほどお話ししました 11 月 7 日に発生しました人身災害に

関する県から申し入れをした項目への回答について確認したいと思います。本日は、

議題も多いのでコンパクトな説明という形でお願いします。それでは、東京電力から

１０分程度で説明願います。 

 

●東京電力 

 それでは、9月 9日開催の本部会での申し入れについて、まず、被ばく線量関係か

ら回答したいと思います。お手元の資料の一番目、ＡＰＤシステムのリプレース、ハ

ード面での対策の質問に関しましては、前回もお答えしましたが、機械的な対策は全

体的なシステムの関係と合わせて検討したいと考えております。このＡＰＤシステム

については、事故の時にＡＰＤが不足して、個人線量が測れなかったという教訓を踏

まえまして、今後、弊社としまして、柏崎や福島第二も含めて、同一スペックのもの

にリプレースすると計画しております。全社的なリプレースに合わせて検討していく

ということで、平成 28 年度中に工事開始が出来るように検討を進めているところで

すので、皆様からのご意見、ご要望等も出来るだけ検討に入れて進めてまいりたいと

思っております。２番目のフェーシングの進捗状況についてですが、今回は、議題が

違いますので、資料をお持ちしておりませんが、フェーシングの工事は、計画通り進

んでおります。現地調整会議でも公表しておりますが、今後、公表させていただく際

には、線量低減効果や、線量率マップも含めて公表できるように資料なども検討して

いきたいと思います。３番目の除染等の被ばく低減対策を計画的に実行するというこ

とに関しましても、今年度末を目標に、線量率表示器や連続ダストモニタを発電所構

内に数十カ所単位で増やすことを検討しています。より一層の作業環境改善を図って

いきたいと考えております。次は雇用の話ですので雇用の担当に回します。 

 

●東京電力 

 それでは、資料 1-1 の４番と６番と７番を説明させていただきます。まず、4 番で

すが、安定的に作業員を確保するために、作業環境改善を継続的に図るとともに労務

費を適切に設定して元請を指導するということですが、労務費の単価が変動するとい
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うこともありますが、当社はこれまでも公的資料をベースにして、労働需給について

元請企業さんに聞き取りの上に単価を設定してきております。また、作業員の皆様の

賃金体制の取組みとしましては、設計上の労務費の割増しをした金額が作業員の方々

の賃金に反映されるように元請各社さんに取り組みのお願いをしております。これ

は、後ほどのアンケートの結果等でご紹介があるかとは思いますが、今後も作業員の

皆さんの働きやすい環境になるように、作業環境・就労環境の改善に努めて参ります。 

６番目の末次の下請けの作業員まで労務費の割増しに関する説明を徹底すること

ということですが、これにつきましては、私どもの方から元請企業さんの方へお伝え

をしております。協力企業さんを通して作業員の方へ説明するところまでお願いして

おりますが、アンケートの結果については、ある程度成果があると考えておりますが

引き続き対応していきたいと思っております。 

続きまして、７番の労務費の割増し分の増額の実効性の確認作業と終了予定を明示

し、計画的に確認作業を進めることについて、少し長いのですが、現時点の進捗状況

をお伝えしますと、先月末時点で確認が出来るのは、34社でした。内 26 社について

確認をしております。差分の８社については、日程調整中でございます。確認の状況

につきましては、元請企業を訪問して工事件名を構成している下請企業さんの１・２

社の代表者に同席をしていただいております。作業員の方の説明については、どうい

う説明をしたかを議事録等で確認をしております。中には、毎月開催をしている協議

会等の場で繰り返し説明をしているケースや、あるいは当社のお出ししている資料を

基に説明をしている企業もございました。企業間での契約書・発注書等で増分がどう

なっているかを確認しております。一方、個々の作業員は手当として額を設定してい

る、額につきましては本人の合意署名、サインがあります労働条件通知書や人員台帳

等で賃金改善の状況を確認しております。名称はそれぞれの企業によって異なってお

りますが、１Ｆ割増し手当や危険手当といった項目を設けております。また、支払い

開始時期につきましては、作業開始時期に遡って支給する、あるいは説明が終わった

後、ある月から、26 年 4 月からと記載しておりますが、そういった形での支給、各

企業によって違いがありますが、作業員に説明をした後で支給を始めています。また、

実効性の確認については、年度内の早期に各元請さんに確認を取っていきたいと思っ

ております。アンケートの結果の対応につきましては、労務費の割増し以降、初めて

実施しております。一定の成果はあると思っておりますが、一方で説明を受けていな

いという声もあるのが事実です。元請け企業に対し、安全推進協議会等の場で説明す

るとともに、改めてお話をして説明の要請をします。また、自由記載欄への記入があ

った元請企業には調査の徹底をしておりまして、引き続き対応していきたいというこ

とでございます。 

 

●東京電力 

５項目目でございます。熟練作業員の被ばく線量傾向分析を最新のデータに基づい
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て得られた結果に応じて適切な熟練作業員の確保対策を進めることに対してご回答

ですが、熟練作業員の被ばく傾向については、今後のロードマップの改訂の都度、確

認して参りたいと考えてございます。確保につきましては随意契約の適用によりまし

て長期間にわたって継続的に発注を行うということで、作業員の育成とともに、熟練

作業員の確保をしやすい環境を作るということで、協力企業と一体となって努めてま

いりたいと考えております。 

 続きまして、資料 1-2になります。9 月 9 日の本部会でのご質問に対する回答にな

ります。これも繰り返しになりますが、1 番目、兼本先生から、4 番目、河井先生か

らのご質問について、全体的なシステムのリプレースに合わせて、ご要望のあった職

種毎、それから、ハード的なＡＰＤ未着用の対策も含めて考えていきたいと思ってお

ります。2番目の石田先生からのご質問ですが、何月何日現在というかたちで、登録

中の作業員の方の線量分布を示すことは可能です。例えば、昨日現在の登録している

人の被ばく線量の分布を出すことは可能ですが、いつにするかを事前にいただかない

とすぐに出ないということがございます。表 3にあるように、年度ごとに従事者の解

除を含めて、年度線量の累積分布を示して、皆様には 50ミリシーベルト/年の限度を

超えていないことを確認していただいています。特定の企業の方におきましては、年

40 ミリシーベルトを限度で管理しているところもあります。その作業員につきまし

ては、40ミリシーベルトを超えている作業員については、個別の線量管理を行うか、

または従事者の解除を行っているところです。３番目の長谷川先生からのご質問につ

いて、ただ単に年齢分布を出すのではなく、年齢分布を使って詳細な分析をしたらど

うかとのご提案だと認識しています。今後、そのような分析をしていきたいと思いま

すが、今回、参考に年齢分布については、機械的に出すことが出来ますので添付させ

ていただきました。2 ページ目を見ていただきますと、表の５で、年齢別の線量分布

表を付けています。事故発生以降、9 月までの累積線量を年齢ごとに分布を振り分け

ました。後ほど、ご覧になっていただきたいと思いますが、一言で申しますと、40

代、50 代の作業員の人数が多いということがわかります。細かい分析については、

今後、職種も含めて進めていきたいと思います。続きまして、5 番目、規制庁からの

ご要望で、凍土壁関係で、きちんと被ばく低減をしてから作業をするようにとのご指

示がございました。こちらにつきましては、ここに書いてあるように、事前に被ばく

低減対策を元請企業も交えて、主管グループ及び放射線管理部門にて詳細に検討しま

して本格作業が始まる前に、擁壁の設置や地面の盛土、遮蔽対策等を指示したうえで

作業を開始しています。また、法面についても現在フェーシングの作業を順次行って

いるところで、建物西側の作業エリアの雰囲気線量も月ごとに下がってきています。

更なる被ばく低減を進めていきたいと思います。この凍土壁につきましては、計画線

量を押さえていますので、計画が実績とどれくらい離れているか、きちんと追うこと

が出来る状態で管理している状況です。６番目の兼本先生からのＣ排水路の付け替え

の状況とフェーシングの説明ということで、フェーシングの説明をさせていただく時
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に、Ｃ排水路の付け替えも含めて資料を作りたいと思います。現在、Ｃ排水路は港湾

内へ付け替えが 11 月 20日に完了しています。今は、Ｃ排水路は海に出てはおらず、

港湾内に 100％出るような形になっています。８番目の熟練作業員ということで、ご

質問をいただいておりますが、作業班長の被ばく線量に関しまして統計処理をしてご

ざいます。今後も引き続き調査をしていく計画です。調査がまとまった時点で、改め

てこの部会で報告させていただきたいと思います。現在は、職種ごとのデータが入っ

ていませんので、今、作業員名簿から作業班長を一人一人抜き出して、その人の線量

がいくつなのか確認している状態で、3 月のロードマップの公表に向けて集約してい

るところです。これも纏まりしだい、改めてご説明させていただきます。 

 

●東京電力 

 続きまして、7項目目です。アンケートの質問で給与のレベルを聞かないのかとい

うことで、満足度に影響があると思うが、プライバシーが守られるような方法があれ

ば、アンケートで聞くことも将来的に検討をお願いしますという内容に関するご回答

でございますが、作業員の職種、経験年数、雇用形態などによって個人の給与レベル

が異なっていることから、妥当性を判断できないと考えてございまして、アンケート

では設問に入れてございません。なお、労務費単価の相場は変動するということもご

ざいまして、当社、これまでの公的資料ベースに労働需給について元請け企業に聞き

取り調査を行ったうえで職種毎の設計単価を決定しているということでございます。 

 

●東京電力 

 続きまして、資料 1-3でございます。これは前回の部会の後で集約させていただい

たものです。上から、線量管理システムについては、どのような機能を有し、どのよ

うに被ばく低減に役立っているのかというご質問ですが、このシステムは、日々、入

退時のデータにおける作業毎の線量を集約したり、個人単位での線量を集約できるシ

ステムです。作業毎に線量の推移や計画との乖離状況を把握して個人線量限度に管理

をしたり、それらを利用して被ばく低減にフィードバックしています。次の質問で、

確認線量に達した以降は、どのような線量管理をしているのかというご質問ですが、

確認線量を超える、又は超えるおそれがあると判断した場合ですが、当該労働者の所

属元請企業、社員の場合は所属グループから、その人個人の線量管理計画書を出して

いただきます。それ以降、被ばく線量に関しては、日々の線量を確認して、入域毎の

線量を確認して、法令限度を守るような形で管理しています。協力企業の線量管理に

ついて、個々の企業が、それぞれ傘下の作業員について、年間実効線量 20 ミリシー

ベルトを超えないように管理するのではなく、元請企業が一括して管理しているのか

という質問で、その通りでございます。労安法に基づいて、協力企業、作業員の個人

線量については、元請企業が一元的に管理を行っている状況です。当社は、原子炉設

置者として、炉規制法に基づいて、作業員の線量管理を行っている状況です。各社の
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線量限度管理方法については、弊社の放射線管理仕様書に基づき、元請企業ごとに線

量管理基本計画書を毎年出してもらっています。それで、企業ごとに年限度はいくつ

か決めていただいて、それを守るような管理をしている状況です。次のページに長谷

川先生からのご質問で、特定高線量作業者に対して、どのような被ばく低減をしてい

るのかということですが、特定高線量作業者は当社の作業員だけです。協力企業の作

業員の方で特定高線量作業に登録している方はいません。この特定高線量作業者に関

しては、保健安全グループというグループがあり、そこで線量限度の確認を行ってお

り、年度限度、40 ミリシーベルトを超えた時点で、ホールドポイントを設けて、そ

の人は間違いなく特定高線量作業者なのか確認して、80 ミリシーベルトに達した時

点で個人線量管理計画書を個別に作っています。線量低減というのは、特定高線量作

業者だからではなく、作業毎にＡＬＡＲＡに則って、遮蔽等を行っています。以上で

ございます。 

 

●東京電力 

 続いて資料 1-4 の説明をさせていただきます。すみません、資料 1-3の石田先生か

らのご質問の掘削作業中の災害の案件です。質問の最後で、事実関係や対策について

関係者間で情報共有を図るようにお願いしますという内容ですが、こちらにつきまし

ては、後ほど資料３のほうで説明いたしますが、現在も警察、労働基準監督署の調査

が継続中でありますが、当社としては、まず、本店主体で全店を対象とした災害対策

検討会を２回ほど開催しまして全社への情報共有を図っております。また、その後、

その結果を踏まえて、所内で特別管理職を対象に説明会を開催しまして、各部門への

水平展開を行っているところです。以上です。 

 

●東京電力 

 長谷川先生からの２項目目の説明です。協力企業作業員の労務管理は、作業員の安

全確保の観点から大局的な一括管理ないし社員に対しての対策の準用が望まれるの

ではないかというご質問に関しましては、廃炉作業においては、水処理作業などこれ

まで経験のない多様な専門性の高い技術力を要します。また、厳しい環境下でそれら

を着実に実施していくためには、一発注者である東京電力ですべてを一元管理すると

いうことが困難であると考えており、また、専門的な知識を有する元請会社に多岐に

わたる廃炉作業をシェアすることで、責任を持って臨んでいただき、安全管理、作業

員の確保の柔軟な対応をしていくことが可能であると考えています。 

 

●東京電力 

続いて資料 1-4 について説明させていただきます。11 月 7 日に申し入れいただい

たものに対する回答です。１つ目、レール落下事象に対し、調査検討を踏まえた再発

防止を徹底するということです。レールの落下対策として、レールの位置調整を溶接
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の固定が終わった後に玉掛けを外すという実際の手順を施工要領書に反映していく

ということが１つ。2 つ目が、上下作業に近い近傍作業でしたが、近傍の作業におい

て作業時間をずらす、十分離隔距離を離すといったような調整を図れることを弊社と

して確認していく。また、更なる深堀を行いまして、作業手順書や作業員の調整等、

背後要因等を踏まえた改善を図ってまいります。 

2つ目でございます。総点検に関して、安全リスクを想定して必要な見直しや強化

を行うという申し入れでございますけれども、こちらにつきましては、総点検としま

して上部からの落下物、仮設取り付け品等を重点的に 11 月 7 日から全作業を中止し

まして、作業件数 358 件に対し、改善件数 31件、是正件数 30 件の安全確認を実施し

ております。今後、今まで以上に安全施行サイクルというもので確実に実施するよう、

弊社主管部及び元請企業に指導してもらうことを考えております。 

続いて３つ目ですが、作業員が安全に働くことができるように安全確保に確実に取

り組むということでございます。作業環境整備については、今、取り組んでいるとこ

ろです。現在、除染の作業や全面マスク省略エリアの拡大等の対策を進めている状況

です。随意契約を長期間、継続的に行うことで、作業員の育成、確保しやすい環境づ

くりを協力企業と一体となって取り組んでいます。安全衛生の確保につきましては、

安全施工サイクルの確実な実施、不安全行為、不安全状態の改善により労働安全衛生

の確保に取り組んでいきたいと考えております。以上です。 

 

○玉根生活環境部次長 

 今の説明について、質問、意見がありましたら、お願いいたします。 

 

○石田委員 

 資料 1－3 について、ご回答いただきましてありがとうございます。再発防止対策

を対応するということで、事実関係について関係者で情報共有を図ることは大切なこ

となので、よろしくお願いします。 

一つ上のところで、線量管理の方法について、回答の中で、線量管理方法は、震災

前とは異なり、線量限度や集積線量計の種類など当社と異なるとありますが、こうい

った管理は、基本的には、東電さんが一元的にルールを決めて管理されているのでは

ないのですか。その辺の説明をお願いいたします。 

 

●東京電力 

 ここで言っている、企業ごとに異なるとは、集積線量を測定しているガラスバッチ

のことで、企業によってはガラスバッチを使っているもの、それからルクセル計のも

のを使っているもの、使っているメーカーが違うということで書かせていただきまし

た。私どものルールとしては、統一ルールとして積算線量計をつけることと、それか

らＡＰＤをつけることを仕様書に訴えていますので、そこは、統一しています。ただ、
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使っている会社が違うということです。 

 

○石田委員 

 線量計の製造会社が違うということですか。制度的には、お互い比較可能な形で、

一定の線量の確認は出来るということですか。 

 

●東京電力 

 データはいただいていますので、確認して、ＡＰＤ単体の値と集積線量計の値を比

較することをルールづけでやっています。 

 

○石田委員 

 わかりました、ありがとうございます。 

 

○長谷川委員 

本来ですと、サイトでは東電の責任によって全てをやらなければならないのです

が、労働安全衛生法で決まっている（作業員の労働安全衛生の直接の管理は、東電か

ら作業を請け負った企業の責任となる）ことですから、（下請け企業の責任となるの

は）仕方ないと思います。しかしやはり、その時に東電さんがチェックすることが出

来る能力を身につけてほしいと思います。安全管理の専門家として、作業ならびにそ

の労働環境の詳細まで立ち入って、突っ込んでの検討を徹底しなければならないと思

います。ルーティンであれば、ほとんど任せて良いでしょうが、廃炉作業では、いろ

んな未経験の作業があります。経験が無く、しかも放射線のかなり高い現場です。そ

ういう観点も含めて、東電の方々が、（安全面で）専門的に突っ込んでいく姿勢が重

要であると思います。そのようなことをやっていただけたらと思います。 

 

●東京電力 

 わかりました。線量に関しましては、作業毎に、我々も線量管理を始めるようにな

ってまいりまして、どんな作業をして、どこでするので計画がどうなのかということ

を線量の高くなりそうな所については、管理するように、今年からなってきています。 

 安全管理に関しましても、私ども社員の力量を上げるために、教育等を実践してい

るところで、安全面、放射線管理面も現場の状況に応じて力量を上げていきたいと思

っています。努力していますので、ご認識いただけたらと思います。 

 

○河井原子力専門員 

 ＡＰＤの未装着のことで、質問を出していたのですが、人的な確認を強化するとい

うのは、既に回答されているのですが、機械的なハードウェアの対応がなかなか難し

いという見解が変わっていないのですが、最終的には人的な確認とは別にハードウェ
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アの対策をされるということでよろしいでしょうか。 

 

●東京電力 

 将来はしたいと計画しています。現時点では、2 つの会社のＡＰＤを使っているの

で、機械的な認識が出来ない。金属探知機も考えましたが、携帯電話等も感知してし

まい認識できないということで、いくつかケーススタディをやった結果、現時点では

ハード的な対策よりは、人的な強化となっております。リプレースに合わせて将来的

には出来るように、動線等も含めて、考えていきたいと思います。 

 

○河井原子力専門員 

 後は達成年限ですが、28 年度中ということは、まだ 1 年間ある訳ですが、もう少

し加速は出来ないのですか。 

 

●東京電力 

 努力はしますが、約束はできません。1Ｆだけではなく、ＡＰＤのスペックを全サ

イト統一しまして、また問題があった時は、流用出来るという、大きいことを考えて

いるので、時間的な余裕が必要です。早める努力はしていきたいと思います。 

 

○河井原子力専門員 

 わかりました。盗難防止のような物品持ち出しに対して網を掛けるシステムが世の

中には一般にあると思いますので、ぜひ、そういったものを検討していただきたいと

思います。 

 

●東京電力 

 参考にさせていただきます。 

 

○高坂原子力専門員 

 熟練作業員の被ばくの分析や、指導員レベルの人が足りるか足りないか、一部、放

射線被ばく管理のやり方が業者によってやり方が違うなどという話もありました。ま

た、年齢などの分析していただいております。いろいろな工事が錯綜しているので、

平時の原子力で東電さんの下で作業されたことが無い新規参入のメーカーについて

は、今までの原子力の現場で働く労働安全のルールを熟知していないと考えられるの

で、安全教育や労働安全上のルール、線量管理の仕方等、改善の余地があるのであれ

ば、もう一度、指導の徹底を図っていただきたいと思います。今回、いろんな作業を

見ていると、タンクの上のプレートが落ちたとか、道路工事の時に怪我をしたとか、

従来の発電所の中の本体工事とは違うところの工事で労働災害が起こっているので、

原子力の本体工事に関わった労働安全の体制を取ったことが無い企業についても、安
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全強化する必要があれば徹底していただきたい。 

 

●東京電力 

 そちらの方は、10 月から安全指導会をさせていただいています。関連企業 37社が

1Ｆに入っておりまして、そこに、安全管理の専門家も含めて、事例検討会や安全計

画書の組み立て方や安全施策の方法とかデータの取り方など、37 社、ゼネコン、総

合電機メーカー、地元企業も含めて動き出しておりまして、安全対策を実施していく

という形になりますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

○高坂原子力専門員 

 わかりました。特に気になったのは、新事務棟建設時の電源工事での感電事故や、

Ｊタンクエリアでレールを落とした件や、掘削工事での死亡事故など、特に周辺工事

の労働安全管理は徹底していただく必要があるので申し上げました。 

 

○原子力規制庁 

 資料 1-3の石田先生がご質問された回答で、確認線量を超えるおそれがある場合、

適切に指導しているとありますが、そもそも原子力規制委員会の田中委員長もこの点

を極めて気にしているのが実状です。特に、作業は前に進めなければいけない、作業

実施者側のニーズがある訳で、その一方で管理をしていかなければならない。当然、

両面から見ていけば、ぶつかり合うものがある。作業は進めなければいけないが、人

の放射線管理はしっかりやっていかなければならない。そういったような状況の中

で、調整をしていかなければならない立場に東京電力さんはあると思っています。進

路を適切にとっていただくということが、田中委員長も常々申し上げているところで

ございます。そのうえで申し上げると、この中で指導しているのは、元請企業だとか、

そういったところに、適切に計画の指導などをしているということですが、東京電力

さんで作業指示をしている部門がありますが、この部門の方々のニーズを考えると、

どうしても元請企業の人たちは、安全管理部門から言われている指導を正面から受け

止められないということもある訳です。東京電力さん内で安全管理をしている部門

が、同じ東京電力さんの業務を作業指導している立場のところにきちんと指導をして

いかないと、なかなか根本的な解決につながらないと思っていますが、その辺の取組

みは、東京電力社内の中の安全管理をしている部門と、作業管理をしている部門のコ

ミュニケーションはどのような形で取られているのか教えていただきたい。 

 

●東京電力 

 放射線管理部門と作業を進める側ですけれども、作業を進める側は工期までに作業

をしなければいけないし、線量管理の方は線量限度を守ってくれということを訴える

ことになりますが、そこは、ご心配になられたように、バラバラでやっているのでは
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なく、主管グループと協力企業と三位一体となって、計画を立てたり、被ばく低減を

進めてございますので、我々が一方的に企業さんだけに被ばく低減と言い、片や主管

グループから作業を進めるからということは無いです。一応、計画の段階から、高線

量のものについては、線量低減というのをどのようなものがとれるのか、そのために

は工期はどれくらいがいいのかも含めて、一緒に検討している状況でございます。 

 

○原子力規制庁 

 おっしゃる通りだと思います。抽象的に言えばそういうことだと思いますが、具体

的に下請けさんの、個人個人の線量管理の問題といった時において、そのレベルまで

しっかりと今言った取り組みをされているのかどうかということだと思うのですよ

ね。その辺ももしよかったら教えていただきたい。 

 

●東京電力 

 個人個人の線量の取組み、弊社の主管グループのメンバーが、下請けの作業員一人

一人の線量を全部把握しているかと言われると、それは、作業員の方が何十人もいら

っしゃいますから、把握は出来ていないと思います。そこにつきましては、40 ミリ

を超えて、線量管理の計画書が出てきたという段階で、私どもの方からこういうのが

出てきたよと、きちんと主管グループの方にお伝えしておりますので、何らかの形で、

必ずそういう状況が伝わることにはなります。当然そこの作業員の方について、その

人、作業が低線量箇所に行くとか、違う作業にするかということは、私どもではなく

て、雇用者の話になりますので、そういう指導をしてまいっている次第です。 

 

○石田委員 

 資料 1-3の前のところに、年齢別線量目標というものがあるのですが、これを見る

と、60 歳代の方が 5316 人、70 代の方が 173 人いらっしゃるということですが、60

代の方はある程度の人数はいるかとは思ったのですが、70 代の方が現場で働いてい

るということで驚いたのですが、若い人と比較をすれば、60 代、70 代と年齢を重ね

るにつれ、思うようには動けないということもあるかと思うのですが、こういった方

が全体の６分の１か、７分の１位いるわけで、こういった方々に対する安全対策は、

全体的な安全対策とは別に考えて対応する必要性があるのではないかと考えますが、

その辺は、どういう考えで高齢者の方の安全管理、安全対策を実施しているのですか。 

 

●東京電力 

 大変申し訳ございません。企業の受け入れ状態については、我々は、お答えしよう

がないのですが。 
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○石田委員 

 ただ、今言いましたように、トータルで 5500 人ほどいらっしゃるのですよね。中

には、特別なスキルがあって、この人でなければできない作業もあるかとは思います

が、そういったところに従事する方は良いのですが、現場で全面マスクを装着して作

業をするという状況は、個人差が大きいとは思いますが、高齢者の方も含めて、作業

をされているという観点から、東電さんとして、しっかりとした計画なり、安全確保

の対応をお願いしたいと思います。 

 

●東京電力 

 わかりました。休憩所を増やしたり、少しでも、労働環境の改善をして、高齢者だ

からではないのですが、全体の作業環境を良くしていくことで、高齢者の方も無理な

く働ける形の環境を整えてまいりたいと思います。 

 

○藤城委員 

 前回は欠席したので、いろいろな方の質問の回答を聞かせていただいた感想ですが

トラブル対応について、原則は分かるのですが、抽象的な回答に終わっていると思い

ます。後で、説明があるかも知れませんが、労災の原因についても努力します、こう

いうことを中心にいたしますというような具体的な中身が見えない回答をしている

ので、もう少し具体的な話で、このような対策を新たにしますというようなかたちの

回答をするよう、努力していただきたい。 

 

●東京電力 

 すみません、今のご意見に対して、後ほど、資料３で説明はするのですが、前回と

同じような回答になってしまうのですが、警察の方と労働基準監督署の方が、今なお

調査をしていて、事情聴取を今月も数件やるということです。こちらは、想定して所

内で水平展開を図っているところですが、一般的にこれが原因でしたということを当

社として言う立場にないということで、想定の中では、こういう作業を二度と起こさ

ないという強い意志のもと、水平展開や現場の実情等を調査して、同様な作業がない

と確認しながら作業を進めているところですけれども、なかなか、これが原因でした

と当社から状況を言いづらいことがありまして、所内的には水平展開を図ってはいま

す。 

 

○藤城委員 

 私の趣旨は、直接の原因がどれであるとおっしゃり難いことは確かなのですが、こ

れから努力をしますという時に、どのような形で努力をするのか、どのような体制を

新たに考えるとか、具体的な行動指針を示していただきたい。 
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●東京電力 

 了解しました。 

 

○渡辺原子力安全対策課長 

 資料 1-1の 7番の労務費の割増状況関係で、アンケート結果の対応ですが、一番最

後にあります自由記載欄へ記入のあった元請企業に対する調査を今後実施されると

のことですので、これについては、アンケート結果の調査の対応ということ、それか

ら元請企業に対する確認状況のタイミングについて、違っていれば、もしかしたら説

明不足で誤解があったりするかもしれないので、今後、しっかりそのへんについて、

どこが原因になっているのかを確認をしていただきたい。それから、企業さんに対す

る確認状況ですが、確認をしていますということとその内容はわかったのですが、結

果についてはどうなのでしょうか。確認内容通り、適正に対応されているということ

でよろしいでしょうか。 

 

●東京電力 

 最初のご意見ですが、企業さんが説明している時期と、アンケートを取った時期に

若干のタイムラグが在るかも知れませんので、詳細を確認したうえで、各企業さんに

調査確認に入っていくと考えています。確認状況のご質問ですが、こういう確認をし

て、確認をした限りでは適切に行われていると思っています。 

 

○渡辺原子力安全対策課長 

 わかりました。ちなみに、実効性の確認も含めて、年度内の早期に一巡させたいと

ありますが、途中経過、最終結果というかたちで、公表、報告はされる予定なのでし

ょうか。 

 

●東京電力 

 対外的にということでしょうか。特に予定はしていません。何かの機会でロードマ

ップの記者会見等でご質問等があればお答えできるかもしれませんが、今の段階で

は、公表ということは考えていません。 

 

○渡辺原子力安全対策課長 

 そうですか。それでは次回の部会等もありますので、是非ご紹介していただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

●東京電力 

 もちろんでございます。ありがとうございます。 
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○河井原子力専門員 

 先ほどの、規制庁さんのご質問に関連することですが、いわゆる放管や安全の組織

というのは、技術面からとらえがちですが、労基法や労働安全衛生関係の法規の監査

組織という機能も持っていると理解しています。そうしますと、ルールを守らないも

のに対して、工事のストップをかける権限がないと実質的な監査機能が発揮できない

と思いますが、東電さんの中の内規、あるいは外部に提示されているルール、保安規

定や品質規程ですとか、そういったもののどこかに放管や安全の組織が工事をストッ

プ出来るという、いわゆる強権発動できるというルールの記載はございますか。 

 

●東京電力 

 工事共通仕様書とか、放射線管理仕様書をもう一度きちんと読んでみたいと思いま

すけれども、今回の事故があった時も、当然、所長の権限で作業を一旦ストップして、

再発防止策を進めたうえで作業を再開していますし、線量管理を言いますと、過剰被

ばくが出たときには、工事をいったんストップして、原因を見極めたうえで再開しま

すので、ストップする権限は、私どもも当然あると思っています。それが、明文化さ

れているかどうかあやふやなので、別途、回答したいと思います。 

 

○河井原子力専門員 

 次回までに確認して報告をお願いします。 

 

○玉根生活環境部次長 

 各専門委員の先生からもご意見をいただきましたが、重大な人身事故については、

事実関係を共有化することが大事であるという意見をいただきました。また、安全管

理についても、東電としてしっかりチェックできる能力を高めるべきだとの意見もい

ただきました。数多くの作業工程がある中で、新規参入のメーカーも多いので、作業

や放射線管理、線量管理の仕方についても分析して、強化していくべきだとの意見も

いただいたところであります。また、確認線量を超える場合の管理が極めて重要だと

いうことで、適切に、そして具体的に取り組んで頂きたいという意見もいただきまし

た。さらに、高齢者の方も多いということなので、安全対策が必要だということがあ

りました。その他、数多くの意見をいただいたところでございます。藤城先生からい

ただいたのですが、回答の中に、検討をしていくとか、これから検討していくとかい

う項目がありますが、やはり、安全確保、作業改善、環境の改善は極めて重要ですの

で、東電においては、しっかり取り組んでいただけるようお願いしたいと思います。 

 それでは、前回の会議の内容の整理はこのくらいにいたしまして、議事の１つ目と

しまして、福島第一と第二の作業従事者の被ばく線量の状況について、東京電力から

１０分程度で説明をお願いします。 
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●東京電力 

 資料 2-1をご覧ください。まず、福島第一の被ばくの状況でございます。今回は、

第二四半期ということで、９月末までのデータでございますけれど、１ページ目の表

にありますように、１００ミリシーベルト以下の状況でございまして、それが、全体

の９９．５％、５０ミリシーベルト以下の方が９４．６％ということで、事故当初は

１００ミリシーベルトを超えた方がいましたが、それ以降、１００ミリシーベルトを

超えている方はおりません。３、４、５、６ページが推移になります。月別の平均線

量につきましても低く推移してございます。月最大につきましても、多少の変動はあ

りますが、横ばい、又は下降の状態にあります。下が拡大図ですが、若干、９月の最

大線量と平均線量が上がっているところもありますが、微量ですので、特段何かとい

うことではないと思います。全体的には緩やかな下がり傾向でございます。 

次の累積線量、６番の現在の状況ということで、２５年度分の放射線従事者の累積

被ばく線量と、２６年度分の累積を別々に記載させいただいております。５０ミリを

超えている方は当然いらっしゃらない状況です。まとめとしましては、２５年度、２

６年度は、月平均１ミリシーベルトで安定している状況です。引き続き、作業環境改

善に取り組んで全体を下げる取り組みを進めてまいりたいと思っております。 

次、資料 2-2 になります。こちらが毎月出している月毎の公表されている分布表で

ございます。表 1 がその月のＡＰＤの値になります。８月、９月ということで、８月

はお盆の休日がございますので、線量的には少し低めに推移してございますが、９月

にまた少し増えている状況でございます。２番目が平成２３年、事故後から９月まで

の内部、外部の線量の合算値でございます。こちらの９月から８月分を引いたものが

増加分になりますが、増加分のところで７５超え１００以下という方が３名ほど出て

おります。こちらについては、凍土壁やサブドレンの配管の工事、堰内雨水の工事と

いうことで、３名の方が７５を超えている状況ですが、こちらは２３年、２４年、２

５年、２６年、４年間でございますので５年で１００は十分守られている状況でござ

います。 

次のページ、表３になります。こちらが今年度の内部、外部の累積線量になります。

こちらは、当然５０ミリを超えている方はございません。３については、特高作業者

の被ばくの合算の図でございます。特高作業者であっても線量が低い状態になってお

ります。 

 続きまして、福島第二の状況です。 

 

●東京電力 

 福島第二でございます。放射線業務従事者数、および線量状況の報告になりますが、

グラフを見てお分かりになるように徐々に低下している傾向にあります。昨年度の９

月末と比較しましても従事者数、総線量、平均線量は減少しております。最大線量に

おきましては、昨年の９月末と比較しまして社員の線量に若干の増加は見られますが



 

16 

 

その他は同程度となっております。平成２５年度の被ばく線量、２０人・ミリシーベ

ルトを超える作業が５件であったのに対して、現時点では本年度に予定されているも

のは３件と減少していることから、さらに線量は下がると考えております。以上です。 

 

○玉根生活環境部次長 

 ただ今の説明について、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

○高坂原子力専門員 

 資料 2-2で、被ばく線量の合算値が 100ミリシーベルト以下に管理することに係わ

り、サブドレン、タンク堰関係の汚染水処理に関する作業で増えてきているという話

がありました。全体的には下がってきていますが、注意していただきたいのは、海水

配管トレンチへのコンクリート充填作業では、エリアの放射線量が高いところもある

ので、被ばく低減の対策をやっていただいたうえで作業をしていただく等、被ばく低

減には気を付けていただきたい。コンクリートの閉塞については工程の話があります

ので、かなり短期間に多数の人数を投入して作業を行っていると思うので、放射線管

理を十分にやって余分な被ばくをしないようにしていただきたい。 

 

●東京電力 

 わかりました。トレンチの止水の工事はタービン建屋の側で行うということで、タ

ービン側からの線量がかなり来ておりますので、Ｌ型のコンクリート壁を作って遮蔽

をしたり、遮蔽スーツを着用したりなどといったかたちで被ばく低減をしております

が、今後とも進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

 

○玉根生活環境部次長 

 よろしいでしょうか。今、汚染水処理の作業で線量が増えているということで、配

管トレンチの作業についても線量低減に努めるべき、線量管理をするべきという意見

を頂いたところであります。 

まとめにありました通り、今後、特に凍土壁造成作業において、作業の被ばく線量

の増加が予想されます。その他、凍土壁作業以外においても、高線量下の作業が続く

ため、引き続き線量低減に努めるということでお願いしたいと思います。東京電力に

ついては、この意見を踏まえて、対応お願いしたいと思います。 

 

●東京電力 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○玉根生活環境部次長 

 それでは、議事の２つ目としまして、作業従事者の安全確保について、前回の第２
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回の部会後発生した、重大な人身事故２件、そして、今年３月に発生しました死亡事

故について、東京電力から１０分程度で説明をお願いします。 

 

●東京電力 

 資料 3-1、高圧受電盤内のケーブル端末作業における感電負傷事故について説明さ

せていただきます。今回、感電災害という重篤な災害を発生させまして、県民の皆様、

地元の皆様には大変ご心配をお掛けしました。大変申し訳ございませんでした。資料

の１ページ目ですが、工事概要としまして、右の図の図面を見ていただきたいのです

が、今回の発生場所につきましては、福島第一原子力発電所の新事務棟の東側の赤で

書いてある、高圧受電盤設備で発生しております。下の写真が高圧受電盤設備の写真

でございます。続きまして２ページですが、状況につきましては、後の方にあります

図面を用いながらご説明させていただきたいと思います。１０ページをご覧くださ

い。資料の１／４の図面がございますが、これは、新事務棟の高圧充電盤設備の図を

示したものでございます。下の方に、配線図が書かれていますが、この高圧受電設備

につきましては、通常２系統の設備になっております。工事の状況の際には、右側に 

６．９ｋＶ構内配電線から、既に受電しておりまして、今回の作業の箇所につきまし

ては、左側にあります作業箇所と記載されている部分でのケーブルの引き込み、つな

ぎ込み作業が今回の作業状況です。この状況におきましては、単線図で書かれており

ますように、赤で書かれている予備線高圧側が既に受電中であり、左側の作業箇所の

一部に受電箇所があったという状況で今回の災害が発生しております。続きまして、

12 ページの図面です。これは当該の災害が発生したキュービクルを指した詳細な図

面です。右側が今回、感電災害が発生した写真となっておりますが、右側に端子台と

書いてあります場所にケーブルが下から突き出しておりますが、このケーブルを接続

する作業の際に左側に赤で記載されている部分が充電範囲となっておりまして、写真

の奥の部分が充電されていたという状況にありました。 

13 ページ目をご覧ください。これはケーブルつなぎ込みの作業の状況を示した写

真でございます。作業は共同作業者を含め２名で作業をしておりまして、被災者の方

は奥のケーブルを持っている方です。この作業員につきましては、ケーブルを接続す

るために、相順合わせのためにケーブルを回そうとして、12 ページ目の赤の部分、

右の写真で言うと、奥の緑で囲っている部分の充電部に接触し、感電したという事象

でございます。 

前に戻っていただきまして、４ページ目、被害状況につきましては、今回、電撃症

ということで、左肩、両側の親指、両側の膝部に二度の裂傷を受けました。なお、被

災者の方につきましては、１０月２０日に退院をしております。続きまして５ページ

ですが、原因につきまして説明させていただきます。背景としまして、工事主管箇所

は新事務棟高圧受電設備の設備管理箇所と工事範囲を調整しまして、高圧受電前の当

該ケーブル引き込み接続作業のみを実施していました。原因としまして、当該工事監
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理員は、予備線の受電立会時、予備線側の高圧受電盤と本線側の高圧受電盤が離れて

おり、新事務棟が部分運用であることから、当該設備の充電範囲を部分的であると思

い込んだ他、当所では、２系統で充電する設備においては、受電盤が電気的に分離さ

れていることが多いため、予備線は受電していることは認識していましたが、本線側

が今回の工事により受電されるという思い込みから、当該盤には充電部が無いという

誤認識がありました。 

次のページをご覧ください。続きまして、原因についてですが、また、元請会社工

事担当者及び被災者は、新規に設置中の盤であり、現場調査の際には受電ケーブルが

未接続であったことから、高圧受電盤には充電部が無いという思い込みをしておりま

した。今回の感電事象は、このような思い込みから、当社工事監理員においては、図

面等を用いての充電部の確認、充電部近接作業に対する安全処置を実施しなかったこ

と、また、元請会社においては、作業区画及び養生等の指示や実施、作業着手前の検

電を実施しなかったことが原因であります。なお、作業管理マニュアルに基づく、設

備管理箇所の工事主管に対する安全対策、処置の審査及び作業許可を行うルールは、

充電部ではないとの思い込みを払拭する機会ではありましたが、今回の新事務棟につ

いては、今回のルールの適用外であったことから、このルールを使った申請を行うこ

とがありませんでした。８ページですが、再発防止対策としまして、今回の感電負傷

事故については、直接的には充電部近接作業があるにも関わらず、安全対策や検電を

実施せず作業を行ったことが原因でありますが、当社工事監理員をはじめとする工事

関係者が当該高圧受電盤に充電部はないとの思い込み、その思い込みのまま作業が進

んだことが根本的な原因と考えています。これらを踏まえて、以下の再発防止策を行

います。まず、直接的原因に対する対策としましては、適切な安全処置の実施、現場

調査、図面等による充電・停止範囲の確認及び、作業前の確実な検電の実施について

定期業務の運営手引きによる文書化を行いまして、電気作業に従事する社内関係者及

び元請会社への周知を行います。２つ目としまして、検電の徹底ということで、既設

盤、新盤によらず、検電はすべての盤に対してやるということを元請会社に周知徹底

を行いました。９ページですが、今後、原因の対策ということで、１つ目としまして、

設備管理箇所の工事主管に対する安全対策等の審査並びに作業を行うルールについ

ては、新事務棟を対象設備として拡大いたします。２つ目としまして、ハード対策と

しまして、当該盤の高圧受電盤の逆圧注意表示板を取り付けます。また、類似盤につ

いても水平展開を行うものとします。その他としまして、基本ルールの順守、安全意

識の向上を目的としました事前検討会を実施しました。ご説明は以上です。 

 

●東京電力 

 続いて、Ｊ２タンクエリアの旋回梯子レール落下による災害発生について、ご説明

させていただきます。事象の内容でございます。１ページ目をご覧ください。今回、

旋回梯子レールというものは、右下の写真がございますが、旋回梯子というのがござ
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います。こちらは、タンクを設置する際に、タンクの壁面に溶接や塗装を行うための

台車があるのですが、台車をぶら下げるレールを事前に取り付けるという作業におい

てレールが落下してしまったというものでございました。レールの方は半円のものを

タンクの上の部分に設置しまして、それを溶接で付けるのですが、溶接で固定する前

にレールが外れて落下し、下にいた作業員の方に接触してしまったという事例でござ

いました。この事象を写真等で説明しているのが２、３ページになります。今回、落

下したレールですが２ページ目の写真をご覧ください。Ａ４タンクとＡ３タンクがご

ざいますが、今回落下したレールはＡ４タンクでレールの取り付け作業中でした。被

災した作業員の方は、Ａ３タンクの横でタンクの仮堰を設置する作業ということで下

の方で作業をしていたということでございます。３ページ目に絵がありますが、実際、

レール取り付け作業は奥左側のＡ４タンクの高所作業車に乗って、レールの固定をし

ていました。被災者の方は右下の隣のＡ３タンクの黄色い仮堰を設置する作業を行っ

ていました。離隔距離にして８から１０メートル位は離れていたのですが、落下した

ものが非常に大きかったということと、跳ねてしまったということで被災してしまっ

たということでございました。実際、作業の流れを説明しているのが６ページ目でご

ざいます。作業はタンクの上部に半円のレールを０、１８０度のところに３点吊りで

レールを設置しようとしております。ここでポイントは、レールを設置する際に、ま

ず１つレールをレールサポートに載せまして、万力で固定する作業をしていました。

万力とは７ページ目の右上に絵がございますが、レールを直接固定するのではなく、

レールをガイドするかたちで万力を設置して、外側に落ちないように設置してござい

ました。万力を設置した位置も２７度と１０５度と中途半端な位置に設置して、外側

にぶれないようにしていたということで、位置も良くなかったということがございま

す。もう１点、ここで設置した後に、万力でガイドされた状態でレールから玉掛けを

外してしまった。玉掛けを外した状態でレールの周方向の位置調整を行って、約３０

ミリほど、１８０度側の方が重なっており、７ページ目左上に３０ミリほど重なりが

ありまして、その位置を補正するためにレールの玉掛けを外した状態で周方向にスラ

イドさせたという作業を行ったものでございます。レールのスライドをさせた際に１

８０度側からレールが落下しまして、１８０度側には万力によるガイドも無くて、落

ちやすい状態であった。それで１８０度側から落下して全体が落下したというものが

原因として考えてございます。推定メカニズムがございますが、説明した内容と重な

りますけれども、ポイントとしては、重量物の吊り上げ時に最終固定位置まで固定す

る前に玉掛けを外してしまったというところがポイントとなります。これ以外につき

ましては、万力の使い方、先ほど、レール自体を固定するのではなく、ガイドするよ

うに設置していたということで、万力の使い方が適切でなかった。それに対して、直

接的な原因ですので、レールの位置合わせ及び固定溶接を行った後にクレーンの玉掛

けを外すということを明確に要領書に反映することをポイントとしてやってござい

ます。後、万力の使い方が少し間違っていたということでございますので、万力では
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なくて、落下防止の金具をあらかじめ溶接においてレールサポートに取り付けまし

て、金物のイメージですが、１１ページに絵がございまして、レールに大きくガイド

するかたちで、約４００ミリの落下防止の金物を取り付けましてレールが安易にずれ

ないような対策も行います。その２点を対策として行うこととしています。後、その

他の対策になってしまいますが、この確認を誰が行うのか、玉掛けを外す解除の指示

や次工程に移ってもいいと責任者を万全に確保していこうということでフローチャ

ートを用いることも対策として考えております。続きまして、１２ページ、今回、レ

ールの落下で８メートルから１０メートルほど離れていたということで、なかなか上

下作業と想定が厳しいですけれども、重量物を取り扱う場合の人払いの範囲というの

は、荷の大きさ、高さ、跳ねるということも考えて広く設定する必要があるだろうと

考えてございます。現在、始めておりますけれども、弊社主催の工程調整会議の中で、

作業調整をしていこうということで、イメージが１３ページの絵でございますが、発

生したエリアがＪ２、Ｊ３ということで、大きく３つのエリアに分けることが出来ま

す。隣り合うタンクで作業するのではなく、大きく３つのエリアを１エリア・１施工

というかたちで考えております。相互間に時間調整を行うために連絡票を用いまし

て、確実に時間調整、エリアの調整が出来ているか、弊社としても確認を図っている

というところで連絡票を日々確認して、こういった対策を図っている次第です。今後

につきましては、１４ページになります。更なる原因、ソフトな背景要因等もござい

ますので、更なる改善を図っていきたいと考えてございます。手順書の改定や弊社社

員の工事監理範囲の考え方、輻輳した作業エリア、すでに進めておりますが、更に改

善の余地があるか深堀を図っていきたいと考えております。後は、弊社社員に対して、

構内企業８社に対して事例と原因対策について並行で周知を行っています。深堀がま

だ済んでおりませんので、深堀がされた後も、引き続き周知を行っていきたいと考え

てございます。 

 

●東京電力 

 引き続きまして、掘削作業中の協力企業作業員の災害の原因につきましては、前回

の報告同様、現在もなお、警察署ならびに労働基準監督署の調査が続いております。

しかしながら、当社の廃炉作業は、災害発生以降も日々実施されており、同様の災害

を二度と発生させないという強い意志のもと、発注者として出来得る対策を検討して

まいりました。今回、再発防止対策を実施し、今後、安全に工事を行うために、技術

力をより向上させる取り組みを中心に実施しますということで、ソフト面になります

が、教育の強化について現在、水平展開を行っております。３ページ目は、前回報告

した状況を添付しております。掘削中に出てきたコンクリート片を取り除く際に土砂

と一緒に崩落しまして、ピンク色の被災者の背中の部分に落下し災害が起きておりま

す。再発防止対策の説明ですが、工事としましては、当社社員の力量向上対策、当社

が発注者として一つでも多くの安全上リスクの抽出を行い、無事故無災害を達成する
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ため、全社員を対象として技術力の向上を図るべく、以下の対策を実施するというこ

とで、このポイントとしましては、２点目のリスクの見落としによる事故は、誰のど

んな業務でも起こりうることから、自分の業務にはどんなリスクがあるか、それを見

落とすとどんなことが起きうるかなど、自分に置き換えて教訓を感じ取る。４点目で

は、それぞれの立場に応じて、そうした機会を作り、与え、持つこと。そのための技

術力向上によりリスク感覚を養うということで、教育の機会を与え、所員一人一人の

力量の底上げを図っていくことが、これから長く続く廃炉作業の上で、安全対策上、

重要と考えております。５ページ目で実際の力量強化ですが、２点目で現場力向上を

目的とした安全知識習得機会の付与、こちらについてはもともと震災以前は定期的に

行われていましたが、この３年は目の前の業務に忙殺されて、なかなか計画的な研修

計画が出来ていませんでしたので、こちらは実際始めておりますが、工事に必要な作

業主任者の講習会等、計画的な参加を技術系社員対象に始めております。２点目では、

協力会社との合同パトロールの計画的な参加、現場との調整並びに協力企業が実施し

ている体感教育への計画的な参加ということで、今、多くの企業さんが福島で従事し

ておりますが、その中には、企業さんの中で自主的に危険体感プログラム研修を実施

しているところも多くありますので、そういう所も当社社員も対象に習得させていた

だけるように計画しております。最後に、震災の復旧については、当社社員も実際に

直営作業をすることが多くあります。そのため、技術系を含む全社員を対象に作業班

長・職長教育講習への計画的な参加等により力量の向上を図っていきたいと考えてお

ります。最終的には６ページ目で説明しております。実績については、全て、取得状

況の管理を行いまして、これを継続的に実施することによって、社員一人一人の安全

への取り組みとしていきたいと思います。資料は以上の内容で、ソフト面の対応とい

うことになりますが、この他に資料は用意しておりませんが、今回の対策として、１

つは当社が発注の段階で問題があるとか、２つ目として当社の安全管理体制、３番目

として根本的な安全管理体制、４番目として情報共有に問題が無かったか、５番目と

して要因上の問題が無かったか、６番目として工程上の問題が無かったかということ

で、これらについて、深掘りを何度も行っております。最終的に当社は一連の中で対

策を行っておりますが、一例として、作業の工期工程に関わる問題について、今回の

工事は今年の３月末竣工予定で、年度末の工期は業者にとっては、工程内で収めない

といけないという工事ですので、計画通りに進めたいとの思いがあった可能性から、

今、当社では発注前に予算管理をしているところ、工事契約をするところ、工事を発

注する部門、この関係者が集まって、内容の確認行為というものを行っておりますが、

この段階において、工期の内容を精査していただいて、ある程度の余裕が見込める工

事は発注しますが、何かリスクがあった場合に非常に厳しくなるような工事について

は、翌年度に予算を繰り越して、立ち止まれる環境を整えるということも重要である

という認識のもと、今年度からはそのような年度末工期は極力避ける対策を取ってお

ります。今後は、警察や労働基準監督署の原対が正式に出た段階で、これと照らし合
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わせて確定した要因対策については、反省ということで、詳細にご説明したいと思い

ます。以上です。 

 

○玉根生活環境部次長 

 今、３件の事象についての対応の説明がありましたが、質問のある方はいませんか。 

 

○石田委員 

 最初の資料 3-1 の感電負傷事故ですが、思い込み、あるいは検電を実施しなかった

ことなど、基本的なところが抜けていたのではないかと思うのですが。それと、１つ

よく分からなかったのですが、３ページの状況の２/２ですが、当該の高圧受電盤は、

予備線側から本線側へ逆圧がかかる構造となっていたとのことですが、普通は上位の

ところで電源をＯＦＦにすれば、それより下位のところには電圧がかからない構造と

なっていると思いますがそうではなかったということでしょうか。 

 

●東京電力 

 先ほどご説明しました 10 ページ目ですが、この工事の際には、右側にある予備線

高圧側ということで赤でマーキングされている部分が受電範囲になっていました。今

回のケーブル作業に関しましては、左側の作業箇所ということで、思い込みというこ

とは、今回は本線側の工事ですので、予備線側と本線側に電気的に分離されていると

いう思い込みをしていました。ですから、作業者も当社もですが、ここの盤には、充

電範囲が無いということで、ケーブルを繋ぐ側、下側に電気的な隔離はされていたの

ですが、盤側の作業箇所、一番左側の盤の赤線部分が無いという思い込みから作業を

始めていましたので、感電したということになります。 

 

○石田委員 

 実際に現場で作業を始める前に作業計画書を出して、作業プロセスが問題無いかを

東電さんの中でチェックされるのではと思うが、そのプロセスの中でも予備線高圧か

ら本線高圧に電圧がかかっていることを確認出来なかったのですか。 

 

●東京電力 

 今回、原因の中でキュービクルを所管しているグループと、ケーブルを繋ぎ込むグ

ループは、別のグループでございました。先ほどの原因の中に、作業の許可を得るル

ールがこの盤には当初ございませんでしたので、許可を得るルールに基づいて作業が

出来ていなかった。今回、対策としまして、今回所管する新事務棟のキュービクルに

対しましても、作業ルールを拡大しまして、作業をするときには、必ず、設備所管箇

所に作業を行うための申請をします。設備を所管している側が、そこが安全にできて

いるか確認を行いまして作業許可をするという厳密なルールの中で今後は作業を進
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める対策を取った訳でございます。 

 

○石田委員 

 それは、基本的には事故が起こる前から、設備所管側の許可を取って作業を始める

というのはルールではないのですか。 

 

●東京電力 

 ただ、今回の新事務棟のキュービクルはルールの範囲にはその当時はありませんで

した。 

 

○石田委員 

 ルールの範囲外とは、どういうことなのでしょうか。工務関係は工務関係で、東電

さんの敷地の中で電気関係の系統にかかる工事については、全体の情報があがってき

て、そこで一括管理しているのではないのですか。例えばそのような組織や委員会が

あるのではないのですか。そういったところの仕組みと機能がどう働いたのか、また

は、働かなかったのか、その辺のチェックはいかがでしょうか。 

 

●東京電力 

 作業許可のルールに関しましては、今回の災害発生当初につきましては、１～４号

機の廃炉設備とか、汚染水対策設備に関しましては、設備管理箇所としまして、運転

操作員のところに作業許可を受けると、作業の内容を申請しまして、適切な安全処置

がとられているかということで、許可をいただいて作業をするというルールがござい

ました。ただ、今回発生しました新事務棟のようなどちらかというとユーティリティ

のような設備に関しましては、作業許可のルールの範囲内に当初入ってございません

でしたので、今回、思い込みによって、適切な安全処置が出来ないということがござ

いましたので、廃炉設備以外の新事務棟のような設備に関しましても、すべて作業許

可ルールの中に入れて厳密に管理しようということで対策を打った訳です。 

 

○石田委員 

 わかりました。一元的に管理していくのは、非常に大事だと思いますので、サイト

の中でたくさんの電気工事をやると思いますので、それに対する、安全な管理、一元

的な管理が大切だと思いますのでよろしくお願いします。 

 もう１点、一番最後のところで問題があった掘削作業中の件ですが、現在も警察、

労働基準監督署の調査を行っているということで、あまり多くは触れませんが、１つ

だけ確認したいのですが、３ページのところに災害発生状況の断面図ということで、

被災者、それから作業員２人の３人の方がいますが、この作業全体を管理している作

業責任者あるいは管理者的な人はどこにいったのでしょうか。 
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●東京電力 

 作業指揮者は、現場の近傍におりました。工事のエリアは、ある程度対象となるも

のが３，４個ありましたので、サイト全体からいうと部分的なエリアになるのですが、

その中でも現場の中に作業をする建物が点在しておりまして、工事担当者、元請の担

当者は、その中を順番に朝の巡視でパトロールをしている状態で作業エリアの近辺に

はおりました。 

 

○石田委員 

 やはり、一連の作業で特にリスクのポテンシャルがあるかというのは、作業をやっ

ている方は、早く作業を終えたいという観点でスキップするところもあるかと思うの

で、そういう意味では、やはり一歩引いた作業責任者的な人が、作業現場にいて全体

を良く見るというようなことが安全確保の上では大事だと思いますので、そういう観

点で作業体制等を整備されて、行動に移して頂けたらと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

●東京電力 

 了解しました。ありがとうございます。 

 

○高坂原子力専門員 

 石田先生のコメントに追加して申し上げます。資料 3-1 の９ページに新事務棟の工

事については、基本的なルールの対象外ということで、新事務棟は廃炉設備ではない

ので、別な管理になっていたということですが、発電所の中では、発電所で直接、廃

炉設備にかかる担当と、電気工事では何処にでも電源があるので、いろいろな工事で

同じような危険性を持っているわけですけれども、そういう時に、別な管理体制にな

っていたということでしょうか。休憩所を造るとか、自動車の整備場を造るとか、道

路工事を行うなど、周辺の工事はたくさんあるのですが、廃炉の設備と関係ないとこ

ろでやっているのですが、8 ページにあるような、直接原因になる適切な安全措置と

しての活線作業の禁止は当たり前な話ですし、検電の徹底も電源設備を扱う工事は必

ずやらなければならない。そういう基本的なルールが適用・遵守されていないのは非

常に大きな問題だと思います。本体工事以外のところについても労働安全衛生にかか

るものは、ルールをきちんと運用していただかなければならないと思います。おそら

く廃炉設備ではない工事が別な確立されていない体制で行われていることが大きな

根本的な原因になると思いますので、その辺の徹底を図っていただきたい。新事務棟

はそういうことから見ると、体制上問題がなかったのかご説明いただきたい。掘削作

業中の死亡災害ですけれど、これも基本的には労働安全のルールで、作業前には、危

険予知を行って、危険がないことを確認したうえで、作業にかかるのは、当然のこと

だと思います。東電社員の力量向上との話がありますが、それ以前に、基本的な工事



 

25 

 

管理に係る労働安全のルールの徹底が抜けているのではないかと思いますが、以上そ

の２点について、どのような改善の取組みをされているのでしょうか。 

 

●東京電力 

 １点目ですが、廃炉作業と今回の新事務棟の作業を同じように作業体制を整えまし

た。ただ、今回、私どもの安全処置の中で、関連するグループの連絡が非常に悪く、

図面等で、ここまで電源が来ているとか、そういった引継ぎがきちんと出来ていなか

ったというような悪さ加減で今回の災害が起きたと思います。表も中も廃炉作業を事

務棟についても作業体制には変わりありません。２点目ですが、資料 1-4を見ていた

だくとわかりますが、私どもで、安全施工サイクルをきちんとやっていただくように

お願いをしております。これは、当然、元請の方も一般的な施行サイクルでございま

して、当然、朝、朝礼をやって危険予知を作業現場でやって、それから作業を開始す

るということは、廃炉作業も一般作業も変わりなくやっていただくようにお願いして

おりますし、私どもの主管部の方でお願いして、元請企業と共同で安全施工サイクル

はきちんと守るように言っておりますので、きちんとやっていますが、たまたま、こ

ういう部分で、そういうふうに見られるかなと思いますが、きちんとやっていただく

ということを念頭に、我々も元請企業と一緒になって進めていく状態でございます。 

 

○高坂原子力専門員 

 おっしゃっていることは分かるのですが、それにしては、労働災害が多数回起こっ

ているのでこれから徹底していただきたいということです。客観的に見ても、廃炉の

設備とその他の設備とでは、管理の考え方が甘くなる可能性があるので、もう一度、

これを機会にきちんと整備していただければよいと思いますし、ツールボックスミー

ティングとか、危険予知はルール上はやられているのですが、中身が適切かというこ

とも少し慎重にやっていただく必要性があると思いますので、その辺は、再度、徹底

して、労働安全衛生にかかる災害が起こらないようにしていただきたい。 

 

●東京電力 

 その件も、１０月から安全管理指導会の方で、各企業さんの方に危険予知の仕方と

か、現場管理の工事担当者、作業班長を、私どもで言う作業班長は労基法でいう職長

以外を、構内に入る前に作業班長教育を別途にやらせていただいております。原子力

特有のものもありますので。そういう教育等も再確認させていただいて、強化してい

きたいと思っております。以上です。 

 

○藤城委員 

 今回の事例は周辺で起こっています。廃炉作業全体、非常に作業の場が広がってい

て、次々に変化していく作業となっており、そこに十分目が届いていないような認識
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でおります。事故が起こる前、東電さんもいろいろルーチンベースではあるにしても、

事前の事象、トラブルを拾い上げて、それを教訓として、対応するということを使命

としておられた。今回の場合は、大きな事故が起こって、それに対しての対応という

のが現状だと思います。これがもう少し小さなトラブルの時から問題点を拾い上げる

ようなことが重要だと思うのですが、その辺は検討されていると思うのですが、前兆

になるような、今回の感電事故にしましても検電がきちんと行われていなかったな

ど、本来やるべきことがやられていないのが原因で、なぜそれが周辺で行われていな

いのかについての深堀が出来るような対策が出来ていなかったことが大きな原因の

一つになっている気がします。それに対してこれからどのような計画がありますか。 

 

●東京電力 

 今のご指摘ですが、資料 1-4 に書かせていただいておりますが、2の当社主管部、

元請企業が共同して、まず、災害を防止するには、不安全行為、これを防止しなけれ

ばいけないと思っています。もう一つは、不安全状態、設備とか安全ツールの確保が

きちんと出来ているか、そういうことを含めて、これも１０月から、各企業さんにお

願いをして、不安全行為につきましては、きちんと、今、どれくらいの不安全行為を

作業員の方はされているのかチェックをどのくらいしていますか、そういうことでお

願いをしています。不安全状態ですが、写真を撮ってきていただいて、こういう不安

全行為がありましたということについて、きちんと改善をしてもらうという活動をや

っていただいております。小さな芽を摘むということで、人身安全は、災害が起こっ

てからでは遅いので、まずは、災害が起きないように、我々も予防処置をしようと活

動をさせていただいておりますが、なかなか成果が出てきていないという現状であり

まして、ただ、不安全状態の確認が数千件出ておりまして、そういう箇所を改善して

いるのが現状です。 

 

○藤城委員 

 是非、東電の本体の方でも把握してください。 

 

●東京電力 

 当社主管部は、当社の方の担当で、そこと、発注先の企業と協同しておりますので、

当社も関わっていると、ご理解いただければと思います。 

 

○長谷川委員 

 ほとんど同じこと聞きますが、１年か２年前、４号機付近で穴を掘っていたら下に

ケーブルがあって切断してしまったことがありました。その時は、人身事故にはなり

ませんでした。私は、現地調査に行って、何でこんなことが起こったのか、工事前に

見れば分かることではないかと思いました。今回の活線作業は安全管理を担当する人
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が、実際に行ってどういう危険がここでは考えられるか、ちゃんと見れば分かるよう

にも思えます。一方、日本全体の（安全に関する）技術力が落ちていて、昔なら考え

られないようなことが、いろんな企業で起こっているようにも思えます。東電さんも

工事が沢山あるから、たまたま今回のようなことが出て来るのだと考えられるかもし

れない。（他産業に比べて、）平均して高くはないかもしれないと思いますが、皆さ

んの（安全に対する）関心の度合いが違います。福島県民の方々の見る目も違います

ので、（労働安全衛生管理を）徹底してやっていただきたい。それから、元請企業と

東電の方が一緒になって現場へ行って、その工事が安全上、問題がないか必ず把握し

ていただきたい。忙しいのは分かりますが、それを徹底させないと、丸投げ的な書類

だけのことになってしまう、そういう事が起こるのではないかと思うのでよろしくお

願いしたい。努力していただきたい。 

 

○資源エネルギー庁 

 人身事故が、不幸中の幸いで死亡につながらなかったということはありますけれ

ど、やはり安全確保、安全は経営問題に直結するのは、皆さんも身に染みて分かって

いるかと思います。また、事故が起これば廃炉工程とか、作業の遅れに繋がってしま

いますので、そういう意味からも、皆さんの意識としてやはり経営問題に直結すると

いうことを意識の上、十分やっていただきたいと思っています。 

 

○原子力規制庁 

 これは、人身災害の話なので、規制庁としてどこまで発言できるかという問題があ

りますが、原子力規制法に基づく事故トラブルなど、そういったものも過去に多数見

てきましたが、基本的な根っこは、同じだという認識を私は持っています。特に、今

回の３件を説明いただきましたが、共通の原因は何かということです。初期の事故が

起きた時に、あらゆる本質的、共通的な問題をきちんと捉えておけば、業務が多種多

様であったとしても、次の事故を起こさないようなかたちに展開されていくのが通常

だと思います。そういう意味において、継続的に事故が起きてきているといった時に、

何か共通の原因がどこかに潜んでいるのではないか、根っこに重大な問題を抱えてい

るのではないか、こういった観点で、どこまで全体論として捉えられて検討されてい

るのか、もうちょっと聞いておきたいと思います。それというのは、私なども行政指

導するときによく言っていたのは、手順、手続きが悪いのか、良いのか、これは、リ

スクの捉え方にもよりますし、手順、手続きが妥当だったとしても、作業員がルール

を守らないということもある。守らない場合も、故意に守らないケースと、十分把握

していない過失により守らないケースがありますが、それぞれにどこに問題があっ

て、作業員の安全文化があって、コミュニケーションの問題も言ってきましたが、果

たしてきちんと確保されているのか、安全文化に関わる考え方が多種多様であればあ

るほど、そういった問題も考えなければいけないのですが、いずれにしても、質問と
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して、全体、これまでの３件にかかわらず、これまでの事故等も含めて、何か大きな

背景にある問題はないのか、こういった検討は行われてきたのか確認させてくださ

い。 

●東京電力 

 災害につきましては、今日は労働局さんもいますが、人的要因、物的要因、管理的

要因の３原因分析を災害が起こった時に私どもはやらせていただいております。人的

要因というのは人による発生原因、物的というのは物の使い方を誤ったりとかで、管

理的要因というのが一番問題が大きくありまして、安全管理の中で誰が責任を持って

作業員に安全指導をして管理するのか分析をする。すべての災害についてやらせてい

ただいておりまして、これに基づいて、今回も対策を打たせていただいているという

現状です。 

 

○原子力規制庁 

 いや、私の質問は、あくまでも 1 つの単一の事故に対する原因分析ではなくて、多

種多様な事故が起きている。そういったものの共通的な要因がどこかにないのかとい

うことです。私から言わせれば、高所に重量物があれば、作業中は、クレーンなどで

吊り上げておくことは当たり前のことであると思うのです。外してから作業すること

もあるし、根本的に大きく欠けている部分があるのではないかと心配なのです。人身

災害にかかるところと、炉規制に基づく事故トラブル等はそれぞれ、たぶん要因分析

方法も違ったやり方でやられているのでしょうが、根本的に共通性がないか、共通的

な原因とか背景要因など、きちんと見ておいていただきたいと思っています。これは、

炉規制法上の安全文化の考え方がまさにそうなんですが、根本原因分析をしていただ

きたいのですが、手法はありますけれど、そういったことを駆使して、原因分析をし

ていただきたい。今、現状そういったことをしているのか確認したいのですが。 

 

●東京電力 

 先ほどの三原因分析以外にも、根本原因につきましても、やらせていただいており

ます。重症災害につきましてもやらせていただいております。 

 

○原子力規制庁 

そうすると、それを行った結果を明確に示してもらって、それが出来たにも関わら

ず、なぜ次の事故が起きたのか、次の事故が起きた根本原因をやって、またその次の

事故が起きたのか。前に出た評価の有効性をフィードバックして検討していっていか

なければいつまで経っても収束しないと思うのですが、個々の事故対応ではなく、総

合的な事故対策の視点からどういう対策が取られているかであると思うのですが。こ

ういったところを是非きちんと説明していただきたいと思っていました。無ければこ

れから検討していただくことになりますが、具体的に説明していただきたい。 
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○長谷川委員 

 木野さんが経営が問題だと言われたことには、私も納得するのですが、長期的に見

た場合、健全なる経営の下でしか安全は確立しない。ただ、そういう事を言うと県民

の方が心配になってくるのです。また、今、持丸さんが言われたように、一つ原因が

あるのではないかとのことですが、経営の問題が一つの原因にあるかも知れない。こ

れは、誰に聞いたら良いのかわからないが、そういう事が、県民の方の心配事の一つ

であると申し上げたい。 

 

○資源エネルギー庁 

 安全をないがしろにすれば経営問題に直結しますよ、ということを言いたかったの

ですが。原子力に限らず産業全般だと思います。安全も十分注意しながらやらないと、

経営にもつながりますよと言いたかった。根本原因については、みなさんもご存じの

通り、なかなか普通の労働環境にはなっていないということもあって、東電さんを弁

護する訳ではないのですが、全面マスクをしていると、会話もなかなか聞こえない状

況ですし、打合せスペースもないので、労働環境改善も我々も含めて一緒に事務棟を

造ったり、休憩所を造ったり、普通に作業が出来る環境改善も大事だと思っています。

一方で、意識の問題、末端の人まで意識を浸透させることは難しいところではありま

すが、継続的にやっていくしかないかと思います。 

 

○東京電力 

 私どもも、安全第一に思っておりまして、災害が起こると、今回も１０日ほど工事

が止まるということがありますが、会社としては、安全第一だと思っております。そ

れを思って仕事をしておりますので、ご理解よろしくお願いします。 

 

○宍戸委員 

 タンクエリアの事故で、福島医大に運ばれましたが、その時の連絡体制が順調では

なかったということを私は報告を受けております。第１回目の時に、特殊な環境です

ので、事故が起こる、安全にやっても事故が起こることもあるので、起こった後どう

するかということに対してマニュアルを作って欲しいと言ったが、作りましたという

答えが返ってきたと思ったが、実際に運用していると、社内の連絡はうまく行ったみ

たいですが、そこから医大までの連絡体制が十分に機能していなかったという点があ

るようですので、事故が発生したらきちんと対応できるようにしていただきたいの

で、再確認をお願いしたい。 

 

●東京電力 

 医大さんへの連絡につきましては、今日は担当部署が来ておりませんので、持ち帰

りにさせていただきたいと思います。 
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○玉根生活環境部次長 

 人身事故が起こっていることに関しまして、専門員の皆様からご意見をいただいた

のですが、もう一度振り返りますと、安全管理については、電気部門なら電気部門毎

に一元的に管理していくことが大事であるとのご意見をいただきました。また、作業

前の危険性を察知するなど基本的なこと、また、検電など基本的なルールが行われて

いないのではないかということで、体制的には、今も含めて徹底すべきとの意見をい

ただきました。また、廃炉作業や汚染水の作業が広がっていて目が届いていないので

はないかということで、小さなトラブルから問題を広げて、全体的な対策を講じるこ

とが大事であるとの意見もいただいたところです。更に、人身事故の原因の共通する

部分は何かを分析することによって、次の事故が起こらないことに繋がるとの意見も

いただきました。どこにリスクがあるかについて、一歩引いたかたちで、作業責任者

が現場において安全管理を徹底することが大事であるとの意見もいただきました。ま

た、今回の搬送について、医大に対する連絡体制が不十分だという話もいただきまし

たので、搬送体制についても再確認するべきとの意見もいただいたところでございま

す。それでは、議題についてまとめさせていただきます。まず、高圧受電盤内のケー

ブル端末作業における感電負傷事故についてですが、東電においては、早急に作業管

理マニュアルを改訂するとともに、新たに設置される設備等がマニュアルから脱落す

ることのないようにすること、また、定常的な作業においても基本ルールの遵守や、

安全意識の向上を目的とする教育を定期的に行うとともに、東京電力としても、教育

の効果を確認するということを申し上げたい。なお、この件に関しましても、思い込

みがあったという個人の問題にすることなく、組織として再発防止をやっていくとい

うことが大事であると考えております。次に、Ｊ2 エリアタンクにおけるレール落下

による人身災害について、今後、類似の工事や作業についても、こうした事故が発生

しないよう、十分リスク管理を行うとともに、定期的に手順の見直しを図るなど、再

発防止策をしっかり行うこと。複数の業者による近接区域での同時並行的におこる作

業に関しても、相互の連絡調整や作業の安全管理の徹底を図るなど、東京電力が主体

的にマネージメントを行うこと。さらに、掘削作業中の死亡事故については、今回示

された、東京電力の力量向上策に加えて、力量評価についても定期的に実施すること。

それから、警察や労働基準監督署の調査結果が出次第、その結果を踏まえた再発防止

策を速やかに実施することということで、今回の事故以外にも事故が発生しています

ので、東京電力においては、人身災害の重大性を重く受け止めて、しっかりとした対

応を行っていただきたいと思います。議題３にこれから入りますが、司会の進行が悪

くて、１２時５分を過ぎていますが、このまま進行させていただいてよろしいでしょ

うか。大変申し訳ありませんが、労働安全や作業環境については非常に重要であり、

議題も残っていますので、このまま進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、議題３に入ります。福島労働局から、今年の４月から７月に行われた、

福島第一原子力発電所に対する監督指導の実施状況について説明をお願いしたいと
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思います。 

 

○福島労働局 

 福島労働局としての福島第一原子力発電所の作業に対する指導状況について説明

させていただきます。資料 4-1 を配布してございますが、この資料は先日１１月２日

に福島地方労働審議会という審議会で発表させていただいたものを使わせてもらっ

ています。福島地方労働審議会とは、労働者、使用者、公益を代表する者で構成する

審議会で、労働局長に対し意見を述べる場であります。福島労働局としましては、福

島の復興・再生を、雇用、労働の面から支援する、後押しするということで行政運営

をしておりまして、そこで、今年度の行政運営方針に対し、上半期の進捗状況を報告

して、今年度後半に向けての取組み状況を説明した資料です。この資料を出させてい

ただいたのには理由がありまして、ここに、労働基準関係の①番があります。廃炉作

業に関する安全や健康管理対策は労働局としては一番目でやっていることをご理解

いただきたいと思います。取組状況としまして、１つ目、毎月一回以上立ち入る、監

督指導で 1Ｆ構内に毎月１回以上立ち入る、出来るだけ頻繁に１か月以上間を置かな

いで現場状況を確認する。現場というのは日々変わっておりますので、変わっていく

状況の中で新たな危険があるのではないかということで、出来るだけ頻繁に現場に立

ち入って状況を確認して、現場でなければ分からない問題の把握・指導に努めており

ます。併せて、現場を見るだけではなく、安全関係の書類や労務関係の書類、書類面

を確認して分かってくる問題もありますので、そういった立ち入り、あるいは、呼び

出して資料を求めるなど、様々な手法を合わせて指導をしております。裏のページに

資料関係ということで、指導状況、数字的なものを載せています。２６年４月から８

月まで、一番上の欄に監督実施事業場数で１３６、４月から８月までの５か月間、１

３６社、直接状況を拝見させていただいた事業者数になります。下の欄で違反事業者

数、何らかの違反が認められたのが８５、その下で違反の内訳ということで、全体で

は１２７件ありましたが、労働条件関係が８２件、放射線被ばく関係で１８件、それ

以外の安全衛生関係で２７件になっております。右の欄で震災以降の累計をまとめた

数字で出させていだだきました。表のページに戻っていただきまして、２番目、定期

的な行政指導もありますが、併せて、監督署、司法警察員としての捜査権限もありま

すので、重大災害等につきましては、厳正に処罰、処理をするということで、今年の

８月にクレーン解体作業時の重症災害については、労働安全衛生法違反として送致を

しています。３番目、クレーンの落成検査、クレーンの使用再開検査、上半期に落成

検査２基、使用再開検査３基をやっております。クレーン等につきましは、設置した

時に検査証を交付する、検査証を受けた後は、事業者の方で定期的に検査をしていく

のですが、最初の検査、落成検査、設置した時に新規の検査証を交付する検査が、上

半期に２件ありました。使用再開は、原発で事故等があったため検査をしないで中止

していた検査証の期間が切れたクレーンがありまして、それを使用再開する時の再開
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検査が３件になっております。丸の２番目ですが、作業従事者の健康確保対策という

ことで、ここは放射線作業届の審査を通じた被ばく低減対策の指導です。放射性作業

届というのは、１日当たり１ミリシーベルト以上被ばくする恐れのある作業、これに

ついて、事前に作業届というのを富岡労基署長宛に出していただきます。これが４月

から９月の半年間で３１１件ありました。書類審査を通じて低減についての指導をし

てきたということです。違反事例ということで書かせていただいておりますが、線量

計の着用忘れや全面マスクを外したままとか、ショッキングな事例が書いてあります

けれども、ここに書いてある違反事例というのは、４月から８月の上半期にあったの

ではなくて、累計の中には、ここ２、３年の中でありましたということで、常に重大

なことが起きているということではありません。誤解の無いようにお願いいたしま

す。福島労働局としましては、引き続き監督指導をしていきますし、重大な問題があ

った場合は、厳正に対処していきたいと思います。以上になります。 

 

○玉根生活環境部次長 

 ありがとうございました。福島労働局からの監督指導の実施状況の説明を踏まえ

て、東京電力として法令遵守に関する取組みや協力会社に対し、具体的に指導してい

る件がありましたら、ご発言願いたいと思います。 

 

●東京電力 

 私どもは、毎週木曜日に元請企業さんを一堂に会しまして、安全推進協議会という

ものを作りまして実施しております。その中で、何件か労働局さんの方から要請とい

うことで今年もいただいておりまして、まずは、熱中症予防対策の実施、最近は死亡

労働災害の多発事態宣言を受けまして、労働災害防止の徹底についてのお話を安全推

進協議会の方においでいただいて、各企業の方に周知させていただいている状況でご

ざいます。以上です。 

 

○玉根生活環境部次長 

 議題３につきまして、ご意見等があれば、お願いいたします。 

 

○浪江町 

 確認ですが、グラフの関係資料で、震災から２６年８月までの累計をみると、２６

年４月から８月までの数が多いように感じるのですが何か理由があるのですか。 

 

○福島労働局 

 今年度、特に多いという訳ではないのですが、多いということはたくさん指導をし

ているとご理解いただきたいと思うのですが、現場を見るに加え、安全関係の書面審

査、労務管理の面も合せて見ておりますので、現場の回数を確保しつつ、現場以外の
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事業所を訪ねて行って書類の確認を取る、安全のみならず労働条件面についてもきち

んとされているのかというところで指導を強化していますので、４月から８月が増え

ているのかと思います。 

 

○渡辺原子力安全対策課長 

 全体的な評価を教えていただきたいのですが、数字を見ますと、違反事業者数、違

反件数というのが、実際、監督指導をされた事業者の方の割合が多いと単純に感じる

のですが、他の現場も同じような感じなのでしょうか、それとも、第一原発について

は、特殊事情もあって多いのでしょうか。 

 

○福島労働局 

 労働局としての正式な見解は無いのですが、私から見ますと、多い、少ないではな

くて、違反で６割、同じくくりで除染業者に対しても、半年ごとに数字を出していま

すが、そちらですと７割位です。あるいは、毎年労働災害防止ということでは、年末

年始に建設業の一斉監督をやっています。その数字を見ますと、だいたい５割から６

割違反の指摘をしています。違反が多いかどうかは、１Ｆだからということは無いで

す。ただ、一つご理解いただきたいのは、現場に行って指導する監督官は、使命感を

持って、熱くやっておりますので、重箱の隅をつつくようなことばかりやっているわ

けではないのですが、指導してきたら上司に報告をします。違反が無いとなれば、き

ちんと見てきたのかと言われますので、現場の監督官は自分の行ったところは責任を

持って対応しております。 

 

○渡辺原子力安全対策課長 

 ありがとうございます。先ほどのご説明の冒頭でも一丁目一番地で取り組んでいた

だいているということですので、是非、よろしくお願いいたします。 

 

○玉根生活環境部次長 

 それでは、議題３につきましては、福島労働局から取り組みについて説明していた

だいたところでございますが、福島労働局に対しては、引き続き東京電力並びに関係

事業所に対して関係法令の遵守は元より、労働者の安全衛生が確保されるよう、継続

的に監督指導を実施していただきたいと思います。また、規制庁、資源エネルギー庁

に対しては、長期の廃炉作業に渡るということもありますので、労働者の安全衛生確

保のため、作業環境の改善や現場における指導・監督などの徹底を図っていただきた

いと思います。東京電力に対しては、労働災害の未然防止を図る関係から、協力企業

と連携し、さらに労働環境の改善を図っていただきたいと思います。 

 それでは、議題４に入ります。１１月２７日に公表された作業環境改善に向けたア

ンケートの集約結果について、東京電力に説明をお願いしたいと思います。 
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●東京電力 

 資料 5-1に基づきまして、ご説明いたします。労働関係にかかるアンケート結果第

５回と今後の改善の方向性についてでございます。今回のアンケートの実施方法でご

ざいますが、記載の通りで、対象は福島第一の作業に従事するすべての作業員の方と

いうことで、方法としましては、無記名方式で実施しております。回収方法ですが、

元請企業様からの回収とアンケートボックスということで、２通りの回収をしていま

す。期間は平成２６年８月２７日から９月２６日、回答者数は４５８７名、回収率は

５９．８％です。問 1、これまでの取り組みや評価について評価していただいており

ます。表をご覧いただきたいのですが、青字は良いという評価で赤字は良くないとな

っております。これら、良い・良くないは、無回答や知らないという内容を除いて、

それぞれの割合を表しているのがパーセントになっております。すべての項目におき

まして良いとの評価が８０％以上いただいております。一方で、仕組み自体知らない

と答えた方の割合が高いので、こちらに対して認知度向上など必要に応じて対策を実

施していきたいと思います。問２につきましては、現在の労働環境評価について、問

いを設定しております。前回の調査より、良いと評価していただいている方が増えて

いますが、現場環境や処遇については、前回同様、改善要望が多い結果となっており

ます。問３から問１０につきましては、良くない、あまり良くないとのご意見に対し

まして、現状と皆様にお知らせすべき検討実施内容について記載されております。本

日は時間の関係から割愛させていただきますが、このような形で皆様にご案内すると

いうことでございます。問１１ですが、個人線量計ＡＰＤの不適切な使用についての

アンケートということで、こちらについては自由記載ということで、皆様に確認して

ございます。皆様からいただいたご意見が１５件ございまして、その中で、故意に個

人線量計を不適切に使用したと思われる事例についてのご意見は２件いただいてお

ります。これら２件につきましては、ＡＰＤを鉛で覆っていたという事例と、ＡＰＤ

を交換している２組を見たという件でございます。これらの事例につきましては、元

請企業に真偽を確認しておりまして、確認結果として中段くらいに書いてあります

が、ＡＰＤを鉛で覆っていた、ＡＰＤの測定値を確認して有意な差異は無かったとい

うことで、鉛の遮へいの着用は無いと評価をしております。ＡＰＤを交換している２

組を見たというところですが、こちらについては、ＡＰＤを交換してもガラスバッチ

とＡＰＤの高い方の値を線量値として採用しているということで、回答結果をいただ

いておりまして、この内容につきましては監督官庁様に内容を報告させていただいて

おります。今後も、引き続き監督官庁様とご相談しながら改善に取り組んでいきたい

と考えております。また、ＡＰＤ、ガラスバッチ表裏反対の装着というご意見も４件

いただいておりまして、こちらについては正しい着用についてご案内していきたいと

考えてございます。問１３でございます。偽装請負の労働実態ということで、こちら

は職種を聞きまして、作業員の方に絞っての問いになりますが、作業員の方に作業内

容や休憩時間を示す会社と賃金を払う会社が異なるかということで、２８．３％、７
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５９人の作業員の方が回答されているという状況です。前回と比較しますと、３６８

人、１７．９％からいたしますと、増加しているという実態でございます。具体的に、

それぞれの会社名を記載していただくということになっておりまして、回答されてい

る件数・社、１９社につきましては、真偽を確認いたしまして疑わしい事例がある場

合は是正いただくよう要請してまいるということで対応していきたいと考えており

ます。作業員の皆様には、相談窓口や偽装請負に関する内容についてご案内していく

ものにあります。問１４、労働条件の説明でございますが、こちらにつきましては作

業員の方が書面で説明を受けたかということで７５．４％の方からいただいておりま

す。説明を受けた方の９４．７％が説明通りの金額が支払われているとの回答です。

具体的には、雇用企業名を記載いただいた回答のところで、説明がないとか、説明通

りの支払いがないことにつきましては、真偽の確認をいたしまして疑わしい事例があ

る場合は是正していきたいと考えております。問１５ですが、賃金の説明と支払いで

す。こちらにつきましても、作業員の方から検討も含めて説明を受けていると回答さ

れている方が７０．８％いらっしゃるという状況です。そのうち９３％の方がすでに

割増しされている、もしくは割増しの時期がまだ来ていないとの回答をいただいてお

ります。皆様へのお知らせということで、多く寄せられている質問で、１万円から２

万円に上がったのは本当ですかというようなお問い合わせが多かったことから、こち

らについて回答を記載してございます。問１６でございます。１Ｆ構内での作業時間

について。こちらについては、作業時間が原則１０時間以内でなければならないこと

を知っていますかというところで８２％の方が知っているとの回答をいただいてお

ります。また、８６．３％の方が１０時間以内であると回答をいただいていますが、

超えているとの回答が０．６％ございまして、具体的な会社名を記載していただいた

９件、４社につきましては、真偽を確認いたしまして疑わしい事例がございましたら

是正していただくよう要請していきたいと考えてございます。問１７の１、福島第一

で働くことにやりがいを感じているかとの問いに４７．４％の方がやりがいを感じて

いるとの回答をされまして、そのうち６６．２％の作業員の方がやりがいを感じてい

る理由を福島復興・廃炉のためと回答をいただいております。一方で１４．２％の方

がやりがいを感じていないと回答しておりまして、理由としては５４．７％があまり

賃金が変わらないとの回答をいただいております。皆様へのお知らせとしましては、

作業員の方にやりがいを感じていただくためにキャロライン・ケネディさんのメッセ

ージであるとか、アンケートの中でいただいた意見などを記載させていただいている

ところでございます。続いて、１７の２・３、福島第一で働くことへの不安というこ

とで、こちらは、作業員の方本人とご家族の方に不安を感じているかという問いをし

ています。約半数の方が不安を感じていると回答されていて、理由としては、被ばく

による健康被害をいただいております。我々としては、放射線被ばくに関する知識を

しっかりと皆様にお伝えするようにしていきたいと考えます。また、被ばくに関する

健康相談窓口を設けておりますので、その案内ということで記載させていただいてお
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ります。最後の参考ということでアンケートの結果として、年齢構成や現在の種別、

経験年数、福島第一での作業経験年数の割合を参考として記載させていただいており

ます。また、アンケートのこれまでの結果の推移として、３回目、４回目と確認して

いる労働環境の評価について記載させていただいております。資料の５－２ですが、

それぞれの問いに対しましての主だった意見に対する対応方針とそれに対する実施

状況、目標時期について記載してございまして、時間の関係から割愛させていただき

ます。 

 

○玉根生活環境部次長 

 今の説明について、ご質問、ご意見があればお伺いしたいと思います。 

 

○石田委員 

 今の説明の最後の１４ページのところで、震災以降の福島第一での作業経験年数と

いうことで、半年未満の方が３０パーセントおります。現場での作業を安全にやって

いくためには、ある程度の経験を持たれた方が頭になって、作業現場を仕切るという

ことが大事だと思いますので、新しい方が入ってくることは歓迎すべきことですが、

そういった方が安全に安心して作業が出来るような、そういった取り組みも東電さん

としても力を入れていただきたいと思います。 

 

○渡辺原子力安全対策課長 

問１７－１で福島第一で働くことのやりがいにおいて、他とあまり賃金が変わらな

い、やりがいを感じていない一番目の理由となっております。それから問１４、１５

の賃金の割増しの説明と支払いの部分ですが、問１７の労働条件ですが、書面で説明

を受けた、あるいは説明を受けた通りの支払いを受けている、それから割増賃金の説

明の部分について７０．８％の方が説明を受けたとありますが、説明を受けていない、

あるいは支払いが無いとの回答もあろうかと思います。これについて、是非、賃金だ

けがすべてとは思いませんが、やはり処遇、作業環境を含めまして、作業にあたって

くださる処遇という面から見ますと、非常に重要な部分を占めるのは賃金だと思いま

すので、今回、アンケートで結果が見えてきて、感想としては思った以上に経過とし

ては実際に良い方向に進んでいると思いますが、まだまだ十分でない部分について、

これから企業さんへの確認を行うとか、いくつかございますので、この辺を早急に行

っていただいて、さらにしっかりと改善が図られるように、ぜひ元請企業の皆さん、

下請企業の皆さんが一体となって、労働者の処遇改善に努めていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

●東京電力 

 ご意見、ありがとうございます。我々としても皆様からいただいたご意見について
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率直に受け止めまして、引き続き努力をしてまいりたいとの考えでございます。 

 

●東京電力 

 先ほど、お話しがありました賃金等については、作業員の方のモチベーションに繋

がるかと思います。まだ話を聞いていないとか、そういったことが事実としてアンケ

ート結果に出ておりますので、そこについてはこの数字が０となるようにこれからも

改善してまいりたいと思います。その中で、元請企業さんの名前があるものも出てお

りますので、きちんと対応していきたいと考えております。 

 

○高坂原子力専門員 

 アンケートについて、回収するときに元請経由と回収ボックスによる回収とありま

すが、割合はどのくらいになりますかというのが一つと、アンケートで１７－２、３

にまとめがありますが、福島第一で安心して働いていただきたいということも廃炉を

推進する上で重要なのですが、不安を感じている中で、被ばくによる健康への影響の

説明を十分にしていこうとありますが、他にも不安に思っていることがあるようです

が、これに関する取り組みの説明がありませんでした。不安解消は大事なことなので、

東電さんとして、どのような対策をしていくのか説明していただきたい。 

 

●東京電力 

 回収方法ですが、全体でいただいた回答のうち、元請企業を通じていただいている

のが２１３８枚、４６．６％。回収箱から回収したものが２４４９枚、５３．４％と

いう状況になっております。被ばくに関するところは資料５－２の最後のところにま

とめてありますが、現場での怪我など、安全については我々としても、きちんと取り

組まなければと考えております。雇用の安定につきましては、現場作業が長期にわた

って安定的な雇用の確保が出来るように随意契約を適用して取り組んでいきます。年

間を通じた作業量の平準化や、高線量の作業と低線量の作業を組み合わせた仕事の発

注というところで、協力企業さんと一体となって取り組んで進めていきたいと考えて

おります。また、情報提供については、構内の情報が全然伝わってこないとか、どん

な怪我をしたとか何が故障したかについてテレビでしか聞けないとのご意見もいた

だいております。こちらにつきましては、安全推進協議会を通じて、各元請各社にご

連絡するとか、そこの連絡を通じてのミーティングなどで、作業員の皆さんに周知を

お願いするといったことの取組みをしていきたいと考えております。 

 

○高坂原子力専門員 

 わかりました。資料にあるということですね。対応済とか、対応中とかありますの

で、是非、改善につなげて頂きたいと思います。 
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○宍戸委員 

 アンケートの中に健康管理のことがありましたが、家族の方が被ばくの影響を心配

しているようなので、家族の方にも説明が必要なのではないかと思いますし、本人も

被ばくによる健康影響を心配していると記載されていますが、これについては、管理

区域に入る前に、話はされているはずだとは思いますが、実際にやっても理解される

までは何度か繰り返さなければならないと考えますので、今後、問題として検討して

いただければと思います。 

 

●東京電力 

 わかりました。家族の方も含めて、放射線の理解を進めるよう検討していきたいと

思います。ありがとうございます。 

 

○長谷川委員 

 アンケートの問１７－２、３において全体で 100％でないように見えますが、複数

回答で良いという質問なのでしょうか。 

 

●東京電力 

 不安を感じているというところの割合ですが、複数回答可ということで、回答いた

だいている不安を感じている方の中で複数回答のそれぞれの割合になります。 

 

○長谷川委員 

 100 パーセントと書いてあるため、誤解を招くと思いますので、何か説明があった

方が良いのではないでしょうか。 

 

●東京電力 

 申し訳ございません。 

 

○玉根生活環境部次長 

 それでは、アンケートの内容につきましては、割増賃金や健康に関する重要な内容

も含んでございます。作業の経験が半年未満の方などが安全に作業出来るように努め

るというコメントがございました。賃金等の処遇の向上については、企業と確認を深

めながらこれからも進めていくべきとの意見をいただきました。 

 それでは、まとめということで、アンケートに関しては、従来から議論しておりま

す労務費の割増しに関しましては、元請企業と一体となって、すべての作業員の手元

に割増分が届くようにするため、具体的な取組事項と終了時期を明記し、次の部会ま

でに示していただきたいということでございます。２点目としましては、労務費割増

しの増額に関する実効性の確認作業について確認結果を踏まえ、改善事項がある場合
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は終了予定を示し即座に対応することという事でございまして、このことについて

は、企業内のヒアリングやアンケートも、説明があった通り行っている中で、それら

を踏まえて着実に取り組んでいただきたいと思います。それでは、本日、準備してき

た議題については以上となります。他に意見等はありませんか。 

それでは、事務局からその他の連絡事項の説明をお願いします。 

 

○事務局 

 事務局からでございます。次回の部会については、年明け３月ごろを予定しており

ますので、委員の先生方、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

○玉根生活環境部次長 

 本日の議事は、すべて終了いたしました。皆様には、時間をオーバーした中で活発

な意見交換、会議の進行にご協力いただきましてありがとうございました。本来では、

議題毎にそれぞれまとめて申し入れさせていただいたことについては、再度確認する

ところですが、時間の関係上、項目だけということで、東京電力に対しましては、被

ばく線量の状況について、高圧受電盤ケーブル端末作業における感電負傷事故につい

て、Ｊ２タンクエリアにおけるレール落下による人身災害について、掘削作業時の死

亡災害について、福島第一発電所に対する監督指導への対応について、作業環境改善

に向けたアンケートの集約結果、また、割増賃金についてということで、議題のまと

めとして申し上げましたが、部会終了後、改めて文書にて示したいと思いますので、

東京電力においては、しっかりと改善に取り組んでいただきたいと思っております。

国については確認のため、もう一度読み上げます。福島労働局に対しましては、引き

続き東京電力並びに関係事業社に対して、関係法令の遵守を徹底させることは元よ

り、労働者の安全衛生が確保されるよう継続的に監督指導を実施していただきたいと

思います。原子力規制庁、資源エネルギー庁に対しては、労働者の安全衛生確保のた

め、作業環境の改善や、現場における指導監督の徹底を図ることについてしっかり対

応するよう申し上げます。最後に、廃炉に向けた作業を安全かつ着実にすることが、

本県復興の大前提であります。そのためには、安全確保を含めた作業環境改善がなん

といっても不可欠です。今後とも、関係機関の皆様と緊密な連携を図りながら、原子

力発電所の廃炉に向けた作業に従事する方々の安全衛生対策等を推進してまいりた

いと思いますので、引き続きご協力のほどをよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

○事務局 

 以上を持ちまして、平成２６年度第３回廃炉安全監視協議会及び労働者安全衛生対

策部会を終了したいと思います。 


